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＜ 重 要 な 会 計 方 針 ＞ 
１．有価証券の評価基準および評価方法は、つぎのとおりであります。 

子会社株式および関連会社株式……………移動平均法による原価法  
その他有価証券 
時価のあるもの……………決算日の市場価格等にもとづく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 
時価のないもの……………移動平均法による原価法 

 
２．デリバティブの評価方法は時価法を採用しております。 

 
３．たな卸資産の評価基準および評価方法は、先入先出法による原価法によっております。 

 
４．固定資産の減価償却の方法は、つぎのとおりであります。 

有形固定資産 … 定率法（建物の耐用年数は主に 15～50年） 
無形固定資産 … 定額法（ソフトウェアの見込利用可能期間は 3～5年） 

 
５．繰延資産は、支出時または発生時に全額費用として処理しております。 
 
６．貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権および破産更生債権

等については財務内容評価法により計上しております。 
 
７．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および

年金資産の見込額にもとづき計上しております。過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（15 年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）
による定額法により翌期から費用処理することとしております。 

 
８．外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益とし

て処理しております。 
 
９．リース取引のうち所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 
 
１０．ヘッジ会計の方法は繰延ヘッジ処理を採用しております。 
 
１１．消費税等については、税抜方式による会計処理を行っております。 
 
１２．当期より固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する 
   意見書」（企業会計審議会 平成 14年８月９日））および「固定資産の減損に係る会計基   
   準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成 15年 10月 31日）を適用しておりま

す。これにより、従来の方法によった場合に比べ、税引前当期純利益は 1,625百万円減少
しております。 



注 記 
貸借対照表関係 
 
１．関係会社に対する短期金銭債権                35,930百万円 

関係会社に対する短期金銭債務                49,594百万円 
 
２．有形固定資産の減価償却累計額                 52,480百万円 

  （注）有形固定資産の減価償却累計額には減損損失累計額を含めて記載しております。 
 
３．貸借対照表に計上した固定資産のほか、製造設備および情報処理設備等についてはリース

契約により使用しております。 
 
 ４．保証債務額 

被 保 証 者 
関 係 会 社                            12百万円 
従   業   員                            19百万円 
そ   の   他                         1,169百万円 

計                              1,200百万円 
 
５．受取手形割引高                          12百万円 

 
６．土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」（平成 10年 3月 31日公布法律第 34号）および「土地の再
評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成 13 年 6 月 29 日公布法律第 94 号)に基づ
き事業用土地の再評価を行い、再評価差額から「再評価に係る繰延税金資産」を控除した

金額を「土地再評価差額金」として資本の部に記載しております。 
再評価の方法 
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成 10年 3月 31日公布政令第 119号）第 2条
第 3号に定める土地課税台帳に登録されている価額に合理的な調整を行なって算出する
方法および第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価を行なう方法。 
再評価を行なった年月日                   平成 14年 3月 31日 
「土地の再評価に関する法律」第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当期末に
おける時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計との差額（時価が帳

簿価額を下回る金額）                                          4,303百万円 
 

７．商法施行規則第 124 条第３号の規定により、純資産額のうち配当制限を受ける額    
18,698百万円 

 
 
 
 



損益計算書関係 
 
１．関係会社との取引高 

売 上 高       105,384百万円    仕 入 高       126,304百万円 
その他の営業取引高   33,471百万円     営業取引以外の取引高  23,618百万円 

 
２．１株当たり当期純利益                            120円 39銭 

 
３．営業費用に含まれる研究開発費の総額                 41,012百万円 
 
退職給付関係 

 
１．退職給付債務に関する事項（平成 18年 3月 31日現在） 

退職給付債務                         △100,514百万円 
年金資産                              58,879百万円 
未積立退職給付債務                      △ 41,635百万円 
未認識数理計算上の差異                     18,546百万円 
未認識過去勤務債務                      △ 17,933百万円 
貸借対照表計上額純額                     △ 41,022百万円 
退職給付引当金                       △ 41,022百万円 

 
２．退職給付費用に関する事項（平成 17年４月１日から平成 18年３月 31日まで） 

勤務費用                             2,308百万円 
利息費用                             2,446百万円 
期待運用収益                          △ 1,656百万円 
数理計算上の差異の費用処理額                   1,954百万円 
過去勤務債務の費用処理額                     △ 1,421百万円 
退職給付費用                               3,631百万円 

 
３．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法                期間定額基準 
割引率                                 2.5% 
期待運用収益率                             3.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



税効果会計関係 
 
１．繰延税金資産・負債の発生原因となった一時差異の項目別内訳 

繰 延 税 金 資 産 
貸倒引当金                           1,408百万円 
たな卸資産                           2,258百万円 
未払賞与                            2,521百万円 
退職給付引当金                         16,819百万円 
投資有価証券                           2,521百万円 
未確定債務                            1,478百万円 

     減価償却資産                          1,216百万円 
その他                              1,496百万円 
繰 延 税 金 資 産 合 計                      29,717百万円 
 
繰 延 税 金 負 債 
固定資産圧縮積立金                        1,251百万円 
株式等評価差額金                            12,993百万円 
その他                                 39百万円 
繰 延 税 金 負 債 合 計                    14,283百万円 
 
繰 延 税 金 資 産 の 純 額                     15,434百万円 

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因は、主として関係 

会社等からの受取配当によるものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


